
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※１ 国内で開催される展示会において、自ら開発し又は生産した製品等の宣伝、商談 

を目的とした中小企業者による出展が対象となります。 

※2 補助対象外となる場合  

・展示即売会、物産展など販売を目的とする展示会や直接販売を伴う出展 

・同年度内で既に本補助金を活用、または 2 年を超えて連続活用している場合 

・出展する展示会において、国、県など他が行う補助金を活用する場合 など 

 

※申請期間中（～R7.2.28）であっても、予算額に達し次第終了させていただきます。 

※内容審査によっては、申請金額のすべてが補助されない場合があります。 

※その他、詳細につきましては商工会までお尋ねください。 

 

つくば市商工会 TEL029-879-8200  

 

展示会出展により、新規取引先の開拓を目指す会員事業者を支援（※1） 

出展費用（補助率 2/3）を 

最大 10 万円補助します 

出展料（小間料）・設備レンタル料・ディスプレイ・パンフレット等制作費など

で、出展の際に自社において使用されるものが対象の経費となります。 

各補助経費には補助上限や対象条件などの制限もございますので、詳細につきましては

商工会ホームページにてご確認ください。 

 ※オンライン出展も対象（最大 10 万円） 

※即売会など直接販売を伴う出展は対

象外となります（※2） 

つくば市商工会では、会員事業者が自ら開発又は生産した製品等の販路開拓のため

に国内で開催される展示会に出展する場合、その経費の一部を支援します。 

 

 

お問い合わせ先  


